
条

例 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
八
号 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
三
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

ロ 

育
児
休
業
に
係
る
子
が
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
日
ま
で
に
、
任
期
（
当
該
任
期
が
更

新
さ
れ
る
場
合
又
は
引
き
続
き
採
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更
新
後
又
は
引
き
続

き
採
用
さ
れ
た
後
の
も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非
常
勤
職
員 

 
 

第
二
条
の
三
を
第
二
条
の
四
と
し
、
第
二
条
の
二
第
一
号
中
「
子
の
一
歳
到
達
日
」
を
「
子

が
一
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
歳
到
達
日
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条

を
第
二
条
の
三
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
者
） 

第
二
条
の
二 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
児
童
の
親
そ
の
他
の
児

童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の

意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
で

あ
っ
て
養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
と
し
て
当
該
児
童
を
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
で
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
養
育
里
親
で
あ
る
も
の
に
同

法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
一
号
中
「
又
は
養
子
縁
組
等
」
を
「
若
し
く
は
養
子
縁
組
等
」
に
、「
別
居
す
る
こ

と
」
を
「
別
居
し
、
又
は
同
条
に
規
定
す
る
承
認
に
係
る
子
に
係
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が

終
了
し
（
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
し
た
場
合
を
除
く
。
）
、
若
し
く
は
養
子
縁
組

が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ

れ
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
二
条
の
二
第
三
号
」
を
「
第
二
条
の
三
第
三
号
」

に
改
め
る
。 

 
 

第
十
一
条
第
一
号
中
「
又
は
養
子
縁
組
等
」
を
「
若
し
く
は
養
子
縁
組
等
」
に
、「
別
居
す
る

こ
と
」
を
「
別
居
し
、
又
は
同
号
に
規
定
す
る
承
認
に
係
る
子
に
係
る
民
法
第
八
百
十
七
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
（
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の

審
判
が
確
定
し
た
場
合
を
除
く
。
）
、
若
し
く
は
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第

二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
」
に
改
め
る
。 



第
二
条 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
の
二
中
「
第
六
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
六
条
の
四
第
二
号
」
に
、「
里
親
で
あ
っ
て

養
子
縁
組
に
よ
っ
て
養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
」
を
「
養
子
縁
組
里
親
」
に
、「
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
同

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


